上尾市住宅断熱改修奨励金　申請セルフチェックシート
申請前に該当の□にチェックをして、最終確認をお願いします。
	１．すべての書類は同一人物か。

	□申請書　　□契約書　　□領収書の宛名　　□その他の書類

	２．申請する内容は、次の工事で間違いないか。

	· 開口部：ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換
· [bookmark: _GoBack]躯体：外壁、床、屋根・天井の断熱材の敷設等

	1 上尾市住宅断熱改修奨励金交付申請書兼申請書 （第１号様式）

	· 必要項目に全て記入した。
· 申請者と振込先口座の名義人が同一人物になっているか。
· 交付申請額の金額が計算書と同じか（間違いないか）。
· 宣誓をしているか。　※✓がないものは審査対象となりません。

	→　提出者が本人または同一世帯の者と異なる場合

	· 委任状はあるか。
· 委任者及び代理人の情報は全て記入・押印済みか。
· 事業者の場合、担当者の名刺はあるか。

	②　工事請負契約書の写し

	· 対象となる工事の内訳が添付されているか。
· 見積書等を内訳として提出する場合、工事契約書と合計金額が一致しているか。
· 補助対象箇所を明示しているか。※該当箇所には、必ずマーカーを引いてください。
※変更契約をした場合、変更契約書の写しも併せて提出してください。

	③　領収書の写し

	· 領収日が令和８年４月１日以降か。
· 工事請負契約書の金額と一致するか。
※領収書が複数ある場合は全ての写しを提出してください。

	④　工事前・後の写真

	· 窓・ドア・壁等、申請する箇所につき、１枚の写真を撮影しているか。
· 申請箇所すべての写真が添付されているか。
· 断熱改修奨励金計算書と対応するように、右上に番号を書いているか。
· 工事前・後の写真は同画角か。
【撮影の注意】
・申請する対象である窓・ドア・壁等を画角の中心に置いて撮影してください。
・１枚の写真に複数の窓・ドア・壁等が写り込む場合でも、１箇所１枚撮影してください。
・カーテンなどで窓が隠れないように撮影してください。

	裏面へ続く

	⑤　補助対象製品の性能を証明する書類

	· 補助対象箇所すべての製品について、次のいずれかが添付されているか。
（ア）住宅省エネ2026キャンペーン性能証明書等の写し
（イ）住宅省エネ2026キャンペーンのホームページの製品欄の写し
· 断熱改修奨励金算定書と対応するように番号を書いているか。

	　→ホームページ製品欄の写しを提出する場合

	· 見積書等において、製品の型番等が特定できる状態であるか。
· 該当箇所にマーカーが引いてあるか。

	【開口部の断熱改修】

	· 熱貫流率1.9W/（㎡・K)以下か。
· 国の先進的窓リノベ2026事業に登録された製品か。

	【躯体の断熱改修】

	· 国のみらいエコ住宅2026事業国に登録された製品か。

	⑥　断熱改修奨励金算定書　※市ホームページに掲載しています。

	· 申請するすべての製品について入力しているか。
· 計算間違いがないか。
· 各開口部の寸法や施工面積が内訳書と合致しているか。
· 本人以外が作成した場合、作成者の記載があるか（請負業者名など）
· 各写真、性能を証明する書類、図面の対象箇所と「No」が一致しているか。

	⑦　工事中の写真　※躯体を申請する場合のみ必要

	[bookmark: _Hlk225264436]□　１箇所につき、１枚の写真を撮影しているか。
□　すべての申請箇所の写真が添付されているか。
□　工事前・後の写真と同画角か。
□　断熱材の敷設や吹付が分かる写真となっているか。
※１枚の写真に１箇所の改修箇所が中心に収まるよう撮影してください。
※壁、床など改修部分ごとに分けて撮影をしてください。

	⑧　対象箇所の施工図面　※躯体を申請する場合のみ必要

	· 施工場所をマーカーで示しているか。
※図面がない場合は手書き等も可
· 施工箇所の寸法が記載されているか。
· 断熱改修奨励金算定書と対応するように、施工場所に番号を書いているか。



